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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
五
十
一
号

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
六
十

一
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
及
び
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
二
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
五
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

１

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

直
接
圧
縮
す
る
こ
と
又
は
当
該
加
工
し
た
も
の
の
全
重
量
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
結
合
剤
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

固
め
る
こ
と
。

二

ロ
ー
ル
に
か
け
、
又
は
フ
レ
ー
ク
状
に
す
る
こ
と
。

三

殻
を
取
り
除
き
、
真
珠
形
に
と
う
精
す
る
こ
と
。

四

薄
く
切
る
こ
と
。
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五

粗
く
ひ
く
こ
と
。

２

令
第
一
条
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
米
穀
、
小
麦
、
大
麦
、
は
だ
か
麦
若
し
く
は
ラ
イ
小
麦
の
粉
、

ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
ミ
ー
ル
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
（
直
接
圧
縮
す
る
こ
と
又
は
全
重
量
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
結
合
剤

を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
固
め
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
で
ん
粉
（
加
工
で
ん
粉
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
含
有
量
の
合
計
が
当
該
調
製
食
料
品
の
全
重
量
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
か
つ
、
米
穀
産
品
、
小
麦
産
品
（
ラ

イ
小
麦
産
品
を
含
む
。
）
、
大
麦
産
品
（
は
だ
か
麦
産
品
を
含
む
。
）
及
び
で
ん
粉
の
う
ち
、
米
穀
産
品
が
最
大
の
重
量
を

占
め
る
こ
と
と
す
る
。


